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Ⅳ 参考資料 

１ 条例・規則等 

(1)奈良県食品衛生検査所設置条例 

平 成 二 年 三 月 三 十 日 

奈良県条例第二十二号 

 （設置） 

第一条 と畜検査その他と畜場法（昭和二十八年法律第百十四号）に基づく事務、食鳥処理の事

業の規制及び食鳥検査に関する法律（平成二年法律第七十号）に基づく事務並びにと畜

場、食鳥処理場及び中央卸売市場における食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十

三号）及び食品表示法（平成二十五年法律第七十号）に基づく事務を分掌させるため、食

品衛生検査所を設置する。 

 （名称等） 

第二条 食品衛生検査所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 管轄区域 

奈良県食品衛生検査所 大和郡山市 奈良市を除く県の全域 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成二年規則第二三号で平成二年一二月六日から施行） 

 

(2)奈良県食品衛生検査所長に対する事務委任規則 

平 成 二 年 十 二 月 五 日 

奈良県規則第二十五号 

奈良県食品衛生検査所長に対する事務委任規則をここに公布する。 

奈良県食品衛生検査所長に対する事務委任規則 

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定により、知事の権限に

属する次の各号に掲げる事務を奈良県食品衛生検査所長に委任する。 

一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)及びと畜場法

施行令(昭和二十八年政令第二百十六号。以下この号において「令」という。)中次の事項を行

うこと。 

ア 法第五条第二項の規定により、獣畜の種類及び頭数を制限すること。 

イ 法第十三条第一項第一号の規定による獣畜のとさつの届出を受理すること。 

ウ 法第十三条第三項の規定により、とさつ又は解体の場所等を指示すること。 

エ 法第十四条の規定により、獣畜の検査をすること。 

オ 法第十六条の規定により、同条第一号から第三号までの措置をとること。 

カ 法第十七条第一項の規定により、報告を徴し、又は職員に立ち入り、検査させること。 

キ 令第四条第二号の規定によるとさつを許可すること。 

ク 令第七条の規定により、申請書を受理すること。 

ケ 令第九条の規定により、検印を押すこと。 
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二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この号

において「法」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平

成二年厚生省令第四十号。以下この号において「省令」という。)中次の事項を行うこと。 

ア 法第十五条第一項から第三項までの規定により、食鳥の検査を行うこと。 

イ 法第二十条の規定により、同条各号に掲げる措置を採ること。 

ウ 法第十六条第二項の認定小規模食鳥処理業者以外の者に対し、法第三十七条第一項

の規定により報告をさせ、又は法第三十八条第一項の規定により職員に立ち入り、検査さ

せ、質問させ、若しくは収去させること。 

エ 省令第二十七条第二項の規定により、申請書を受理すること。 

三 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この号において「法」という。)中と畜

場、食鳥処理場及び中央卸売市場における次の事項を行うこと。 

ア 法第二十八条第一項の規定により、報告を求め、職員に営業の場所等に臨検し、検査さ

せ、又は収去させること。 

イ 法第三十条第二項の規定により、食品衛生監視員に監視指導を行わせること。 

ウ 法第五十九条の規定により、営業者又は職員に廃棄させ、その他営業者に対し必要な処

置をとることを命じること。 

四 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この号において「法」という。)中と畜場、食

鳥処理場及び中央卸売市場における次の事項を行うこと。 

(一) 食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二十七年政令第

六十八号。以下この号において「令」という。)第七条第一項第一号の規定により知事が行う

こととされた法第六条第一項又は第三項の規定による指示を行うこと。 

(二) 令第七条第一項第二号の規定により知事が行うこととされた法第六条第五項の規定に

よる命令を行うこと。 

(三) 令第七条第一項第三号の規定により知事が行うこととされた法第六条第八項の規定に

よる命令を行うこと。 

(四) 令第七条第一項第四号から第六号までの規定により知事が行うこととされた法第八条第

一項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求を行い、又は職員に立入検査、

質問及び収去を行わせること。 

(五) 令第七条第一項第八号の規定により知事が行うこととされた法第十二条第一項又は第

二項の規定による申出の受付を行うこと。 

(六) 令第七条第一項第八号の規定により知事が行うこととされた法第十二条第三項の規定

による調査を行うこと。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成二年十二月六日から施行する。 

(保健所長に対する事務委任規則の一部改正) 

2 保健所長に対する事務委任規則(昭和五十一年四月奈良県規則第五号)の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成五年規則第五二号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。 

(保健所長に対する事務委任規則の一部改正) 
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2 保健所長に対する事務委任規則(昭和五十一年四月奈良県規則第五号)の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成一五年規則第一一号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十五年八月二十九日から施行する。 

附 則(平成一六年規則第三七号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成十六年二月二十七日から施行する。 

附 則(平成二七年規則第一二号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(令和三年規則第四号) 

この規則は、令和三年六月一日から施行する。 

 

(3)奈良県行政組織規則（抄） 

昭和三十一年七月一日 

奈良県規則第二十六号 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この規則は、知事及び会計管理者の事務を処理させるための組織について必要な事項

を定め、もつて行政事務の能率的な遂行を図ることを目的とする。 

略 

第三章 出先その他の機関 

（名称等） 

第八条 出先その他の機関（大学及び県立病院を除く。以下同じ。）の名称、位置、管轄区域、所

掌事務及びそれぞれを主管する課は、別表第一のとおりとする。 

    課（これに類するものを含む。以下同じ。）を置く出先その他の機関並びにその出先その他

の機関に置く課の名称及び所掌事務は、別表第二のとおりとする。 

第九条 課(これに類するものを含む。以下同じ。)を置く出先その他の機関並びにその出先その他

の機関に置く課の名称及び所掌事務は、別表第二のとおりとする。 

略 

別表第一（第八条関係） 

出先その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び主管する課 

名称 位置 管轄区域 所轄事務 主管課 

奈良県食品

衛生検査所 

大和郡山市

丹後庄町 

奈良市を

除く県の

全域 

一 と畜場法（昭和二十八年法律第百十

四号）及び食鳥処理の事業の規制及び食

鳥検査に関する法律（平成二年法律第七

十号）に基づく事務 

二 と畜場、食鳥処理場及び中央卸売市

場における食品衛生法（昭和二十二年法

律第二百三十三号）及び食品表示法（平

成二十五年法律第七十号）に基づく事務 

消費・生活

安全課 
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別表第二（第九条関係） 

課を置く出先その他の機関並びにその出先その他の機関に置く課の名称及び所掌事務 

出先その他の

機関名 

課の名称 所轄事務 備考 

奈良県食品

衛生検査所 

食肉検査課 

市場食品検査課 

食肉検査課 

一 所内の庶務に関すること。 

二 と畜検査及びと畜場の衛生に関するこ

と。 

三 食肉の衛生に関すること。 

四 食鳥検査及び食鳥処理場の衛生に関

すること。 

五 その他他課の主管に属しないこと。 

市場食品検査課 

一 奈良県中央卸売市場（以下「市場」とい

う。）内で取り扱う食品等の収去及び試験

検査に関すること。 

二 市場内の営業用施設及び市場内に取

り扱う食品等の監視又は指導に関するこ

と。 

三 市場内の食品関係者の衛生指導に関

すること。 

四 その他市場内の食品衛生及び食品表

示に関すること。 

奈良県食品衛

生検査所市場

食品検査課の

位置は、大和

郡山市筒井町

（奈良県中央卸

売市場内）とす

る。 
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(4)奈良県手数料条例（抄） 

平成十二年三月三十日 

奈良県条例第三十三号 

（徴収） 

第一条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百二十七条の規定による手数料は、

別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより徴収する。 

（手数料の額等） 

第二条 前条の手数料の額及び徴収の時期は、別表第一及び別表第二のとおりとする。 

（減免） 

第三条 知事は、特別の理由により必要があると認めるときは、前条の手数料を減免することができ

る。 

略 

別表第一（第二条関係） 

番号 名称 手数料額 徴収時期 

二百四十三 と畜検査手数料 牛又は馬の場合 六百円 検査申請のとき。 

とく、豚、綿羊又はやぎの場

合 

三百五十円 検査申請のとき。 

二百四十八

の二 

輸出証明書の発

行手数料 

一通につき八百七十円 発行申請のとき。 

二百四十八

の二の二 

適合施設の認定

手数料 

二万九百円（現地調査を要さないと知事が

認める場合にあっては、一万四百円） 

認定申請のとき。 

二百四十六 食鳥検査手数料 一羽につき四円 検査申請のとき。 

四百十二 証明手数料 五百円 証明申請のとき。 
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２ 奈良県食肉センターの概要 

(1)所在地   奈良県大和郡山市丹後庄町 475-1 

(2)設置者   公益財団法人奈良県食肉公社 

(3)開場年月日   平成 2年 12月 6日 

(4)施設の概要 

ア 能力 

処理能力／日           大動物 50頭  小動物 170頭 

枝肉冷却・冷蔵能力      920頭（豚換算） 

内臓冷蔵庫             7.2 トン（うち 4.2 トンは冷凍） 

汚水処理能力           450㎡／日 

イ 規模 

敷地面積               29,371.96㎡ 

建物面積               5,229.57㎡ 

ウ 付属施設 

駐車場（兼調整池）       駐車能力    67台 

多目的グランド（兼調整池）            9,278㎡ 

用途：少年野球・ソフトボール・テニス・ゲートボール等 

(5)業務概要 

ア 施設維持管理及び運営 

実施主体        公益財団法人奈良県食肉公社 

イ 食肉市場業務 

開設者          公益財団法人奈良県食肉公社 

市場開設年月日  平成 3年 2月 5日 

卸売業者        奈良食肉株式会社 

ウ とさつ解体業務 

実施主体        公益財団法人奈良県食肉公社 

実施日          5日／週（月曜日～金曜日） 

エ 内臓処理業務 

実施主体        奈良畜産副生物株式会社 

実施日          5日／週（月曜日～金曜日） 

オ 冷蔵保管業務 

実施主体        公益財団法人奈良県食肉公社 

実施日          5日／週（月曜日～金曜日） 
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３ 食鳥処理場の概要 

(1)所在地   奈良県桜井市吉備 303-1 

(2)設置者   大和肉鶏食鳥処理解体施設整備協議会 

(3)許可年月日   令和 4年 7月 5日 

(4)施設の概要 

ア 能力 

処理能力／日          500羽 

冷蔵能力等           ①とたい冷蔵庫：500羽（容積 45m３） 

                 ②出荷冷蔵庫：容積 79.98m３ 

                      ③出荷冷凍庫：容積 62.2m３ 

イ 規模 

敷地面積               2,123.07㎡ 

建物面積               131.79㎡ 

ウ 建物構造            鉄骨造（2階建） 

（5）業務概要 

ア 施設維持管理及び運営 

実施主体        有限会社フード三愛 

イ 食鳥処理業 

実施主体        有限会社フード三愛 

事業許可      令和 4年 7月 5日 

食鳥種類      鶏（肉用種：地鶏） 

計画羽数      15 万羽／年 

実施日          5日／週（水曜日及び日曜日を除く） 

ウ 食肉処理業 

実施主体        有限会社フード三愛 

事業許可      令和 4年 6月 24日（許可番号：第 08220259号） 

実施日          5日／週（水曜日及び日曜日を除く） 
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４ 奈良県中央卸売市場の概要 

(1)所在地   奈良県大和郡山市筒井町 957-1 

(2)設置者   奈良県知事 

(3)開場年月日   昭和 52年 4月 22日 

(4)施設の概要 

ア 取扱高 

青果 野菜 88,957 トン 

 果実 19,509 トン 

水産物 鮮魚 3,897 トン 

 冷凍 1,335 トン 

 塩干 3,244 トン 

 

 

イ 主要施設の概要 

敷地面積   151,258㎡ 

《卸売場棟》       鉄骨造 2階建                      31,280㎡ 

卸売場            14,358㎡ 

仲卸売場           8,373㎡ 

買荷保管積込所     3,225㎡ 

《冷蔵庫棟》       鉄筋コンクリート造、鉄骨造            7,081㎡ 

冷蔵能力           5,821 トン 

《関連商品売場棟》 鉄筋コンクリート造 2階建             7,788㎡ 

《管理棟》         鉄筋コンクリート造 3階建             2,470㎡ 

《特高棟》         鉄筋コンクリート造 2階建               883㎡ 

《バナナ加工場》   鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建     926㎡ 

《倉庫加工場》     鉄筋コンクリート造平屋建             2,182㎡ 

《駐車場》         約 1,700台収容                    47,012㎡ 
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５ と畜に関する料金一覧表 (令和元年 10月以降)     (1頭当たり．単位：円) 

項目 と畜場使用料 とさつ解体料 
と畜検査手数料 

規定 納付額 

牛 
1年以上 1,100 5,500  600  200 

1年未満  550 5,500  350  100 

馬 
1年以上 1,100 5,500  600  200 

1年未満  550 5,500  600  200 

豚  550  880  350  100 

綿羊  550  880  350  100 

やぎ  550  880  350  100 

納付先 公益財団法人奈良県食肉公社 奈良県食品衛生検査所 

根拠 と畜場法に基づく知事認可 奈良県手数料条例 

注： 1 病畜と畜のと畜場使用料及びとさつ解体料は、普通と畜の 2 倍に相当する額  

2 と畜検査手数料は、諸般の事情により当分の間減額 

       3  料金は、奈良食肉株式会社が一括徴収 

 

６ 食鳥検査手数料 

1羽当たり 4円  
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案 内 図 

奈良県食品衛生検査所食肉検査課 

（奈良県食肉センター内） 

奈良県食品衛生検査所市場食品検査課 

（奈良県中央卸売市場内） 
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１ 奈良県食肉センター 

 

 

  

1 正面入り口 8 卸売場 15 ポンプ室 22 洗車場 

2 大動物けい留所 9 部分肉処理室 16 食品衛生検査所 23 駐車場兼調整池 

3 小動物けい留所 10 出荷プラットホーム 17 管理棟 24 築山（緩衝緑地） 

4 大動物解体室 11 機械室等 18 汚水処理棟 25 広場兼調整池 

5 小動物解体室 12 守衛室 19 焼却炉棟 26 沈砂槽 

6 内臓処理室 13 濾過装置 20 車庫棟 27 副生物保管用冷蔵庫 

7 冷却冷蔵庫 14 受水槽 21 病畜棟 28 厚生棟 

配 置 図 
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２ 食鳥処理場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 1 食肉処理室 ② 2 駐車場 ③ 3 建物入口 ④ 4 正門 

⑤ 5 出荷プラットホーム ⑥ 6 食鳥検査員室 ⑦ 7 受水槽 ⑧ 8 食鳥処理室 

⑨ 9 生体受け入れプラットホーム ⑩ 10 洗車場   

②  

①  

⑨  

③  

⑩  

⑤  

⑧  

④  

⑦  
⑥  
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３ 奈良県中央卸売市場 

 

 

 

 


